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提案理  

地方税法の改正 伴い 本条例 必要 改正をするため 提案する  

 

 

 

 



1 

 

 

 

宮町税条例等 一部を改正 条例 

 

宮町税条例 一部改正  

第 条 宮町税条例 昭和50 宮町条例第15号 一部を次 う 改正  

附則第13項中 第12条第24項 を 第12条第19項 改  

附則第14項中 第 条第11項 を 第 条第13項 第12条第24項 を 第12条

第19項 改 同項第 号中 施行規則第 条第11項 を 施行規則附則第 条第13

項 改  

附則第15項第 号中 第15条第32項第 号イ を 第15条第33項第 号イ 改

同項第 号中 第15条第32項第 号ロ を 第15条第33項第 号ロ 改 同項第

号中 第15条第32項第 号ハ を 第15条第33項第 号ハ 改 同項第 号中 第

15条第32項第 号ニ を 第15条第33項第 号ニ 改 同項第 号中 第15条第32

項第 号ホ を 第15条第33項第 号ホ 改 同項第 号中 第15条第32項第 号

イ を 第15条第33項第 号イ 改 同項第10号中 第15条第32項第 号ロ を

第15条第33項第 号ロ 改 同項第11号中 第15条第32項第 号イ を 第15条

第33項第 号イ 改 同項第12号中 第15条第32項第 号ロ を 第15条第33項第

号ロ 改 同項第13号中 第15条第32項第 号ハ を 第15条第33項第 号ハ

改  

宮町税条例 一部を改正 条例 一部改正  

第 条 宮町税条例 一部を改正 条例 成31 宮町条例第14号 一部を次       

う 改正  

  附則第23項 第29項ま 改正規定を次 う 改  

環境性能割 非課税  

23 法第451条第 項第 号 同条第 項 い 準用 場合を含 規定

輪 軽自動車 自家用 限 項 い 同 対

当該 輪 軽自動車 取得 和元 10月 日 和 月30日ま 間

附則第30項 い 特定期間 いう 行わ 限 軽自動車税

環境性能割を課さ い  

  環境性能割 賦課徴収 特例  

24 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 当分 間 第 条 第 条 規定  

わ 神奈川県 自動車税 環境性能割 賦課徴収 例 行う  

  環境性能割 課税免除 特例  

25 町長 当分 間 神奈川県知 自動車税 環境性能割を課さ い自動車 相 
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当 町長 定 輪 軽自動車 対 環境性能割を課さ

い  

  環境性能割 減免 特例  

26 町長 当分 間 第26条 規定 わ 神奈川県知 自動車税  

環境性能割を減免 自動車 相当 町長 定 輪 軽自動車

対 環境性能割を減免  

 環境性能割 申告納付 特例  

27 第26条 規定 申告納付 い 当分 間 同条中 町長 あ  

神奈川県知  

 環境性能割 税率 特例  

28 営業用 輪 軽自動車 対 第26条 規定 適用 い 当分 

間 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同表

右欄 掲 字句  

第 号 100分  100分 0.5 

第 号 100分  100分  

第 号 100分  100分  

29 自家用 輪 軽自動車 対 第26条 第 号 規定 適用 い  

当分 間 同号中 100分 あ 100分  

30 自家用 輪 軽自動車 あ 乗用 対 第26条 第 号  

係 部分 限 及び前項 規定 適用 い 当該軽自動車 取得 特定期

間 行わ 限 規定中 100分 あ 100分

 

  環境性能割 係 徴収取扱費 交付  

31 町 神奈川県 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 関 務を行う  

要 費用を補償 法附則第29条 16第 項 掲 金額 合計額を 徴収

取扱費 神奈川県 交付  

 

附 則 

 施行期日  

 条例中第 条 規定 公布 日 第 条 規定 和元 10月 日 施行  

 

 固定資産税 関 経過措置  

 改正後 宮町税条例 規定中固定資産税 関 部分 和元 度 後 度分  

固定資産税 い 適用 成30 度分ま 固定資産税 い 従前

例  



 

議案第 号 宮町税条例 一部を改正 条例 新旧対照表  

改正  改正前 

第 条関  

附  則 

第 条関  

附  則 

～ 12 略  ～ 12 略  

耐震基準適合住宅 対 固定資産税 減額 規定 適用を

う 者 べ 申告  

耐震基準適合住宅 対 固定資産税 減額 規定 適用を

う 者 べ 申告  

13 法附則第 15条 第 項 耐震基準適合住宅 い 同項

規定 適用を う 者 当該耐震基準適合住宅

耐震改修 完了 日 月 内 次 掲 項を記載

申告書 当該耐震改修 要 費用を証 書類及び当該耐震

改修 家屋 附則第 12条第 19項 規定 基準を満

を証 書類を添付 町長 提出 い  

13 法附則第 15条 第 項 耐震基準適合住宅 い 同項

規定 適用を う 者 当該耐震基準適合住宅

耐震改修 完了 日 月 内 次 掲 項を記載

申告書 当該耐震改修 要 費用を証 書類及び当該耐震

改修 家屋 附則第 12条第 24項 規定 基準を満

を証 書類を添付 町長 提出 い  

( )～ ( ) 略  ( )～ ( ) 略  

耐震基準適合家屋 対 固定資産税 減額規定 適用を

う 者 べ 申告  

耐震基準適合家屋 対 固定資産税 減額規定 適用を

う 者 べ 申告  

14 法附則第 15条 10第 項 耐震基準適合家屋 い 同項

規定 適用を う 者 当該耐震基準適合家屋

耐震改修 完了 日 月 内 次 掲 項を記載

申告書 施行規則附則第 条第 13項 規定 補助 補助

金確定通知書 写 建築物 耐震改修 進 関 法

成 法 第 123号 第 条又 附則第 条第 項 規定 報

14 法附則第 15条 10第 項 耐震基準適合家屋 い 同項

規定 適用を う 者 当該耐震基準適合家屋

耐震改修 完了 日 月 内 次 掲 項を記載

申告書 施行規則附則第 条第 11項 規定 補助 補助

金確定通知書 写 建築物 耐震改修 進 関 法

成 法 第 123号 第 条又 附則第 条第 項 規定 報
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改正  改正前 

告 写 及び当該耐震改修 家屋 附則第 12条第 19項 規定

基準を満 を証 書類を添付 町長 提出

い  

告 写 及び当該耐震改修 家屋 附則第 12条第 24項 規定

基準を満 を証 書類を添付 町長 提出

い  

( )～ ( ) 略  ( )～ ( ) 略  

( ) 施行規則附則第 条第 13項 規定 補助 算定 基礎

当該耐震基準適合家屋 耐震改修 要 費用  

( ) 施行規則第 条第 11項 規定 補助 算定 基礎

当該耐震基準適合家屋 耐震改修 要 費用  

( ) 略  ( ) 略  

固定資産税 課税標準 特例  固定資産税 課税標準 特例  

15 法附則第 15条第 項等 規定 条例 定 割合 次 掲

 

15 法附則第 15条第 項等 規定 条例 定 割合 次 掲

 

( )～ ( ) 略  ( )～ ( ) 略  

( ) 法附則第 15条第 33項第 号イ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 32項第 号イ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 33項第 号ロ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 32項第 号ロ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 33項第 号ハ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 32項第 号ハ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 33項第 号ニ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 32項第 号ニ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 33項第 号ホ 規定 条例 定 割合

分  

( ) 法附則第 15条第 32項第 号ホ 規定 条例 定 割合

分  
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改正  改正前 

( ) 法附則第 15条第 33項第 号イ 規定 条例 定 割合

12分  

( ) 法附則第 15条第 32項第 号イ 規定 条例 定 割合

12分  

(10) 法附則第 15条第 33項第 号ロ 規定 条例 定 割合

分  

(10) 法附則第 15条第 32項第 号ロ 規定 条例 定 割合

分  

(11) 法附則第 15条第 33項第 号イ 規定 条例 定 割合

分  

(11) 法附則第 15条第 32項第 号イ 規定 条例 定 割合

分  

(12) 法附則第 15条第 33項第 号ロ 規定 条例 定 割合

分  

(12) 法附則第 15条第 32項第 号ロ 規定 条例 定 割合

分  

(13) 法附則第 15条第 33項第 号ハ 規定 条例 定 割合

分  

(13) 法附則第 15条第 32項第 号ハ 規定 条例 定 割合

分  

(14)～ (17) 略  (14)～ (17) 略  

16～ 22 略  16～ 22 略  
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議案第 号 宮町税条例 一部を改正 条例 一部を改正 条例 新旧対照表  

改 正  改 正 前 

第 条関  

環境性能割 非課税  

23 法第451条第 項第 号 同条第 項 い 準用 場合を含 規定

輪 軽自動車 自家用 限 項 い 同 対

当該 輪 軽自動車 得 和元 10月 日 和 月30日ま

間 附則第30項 い 特定期間 いう 行わ 限 軽自動

車税 環境性能割を課さ い  

 環境性能割 賦課徴収 特例  

24 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 当分 間 第 条 第 条 規定  

わ 神奈川県 自動車税 環境性能割 賦課徴収 例 行う

 

 環境性能割 課税免除 特例  

25 町長 当分 間 神奈川県知 自動車税 環境性能割を課さ い自動車 相 

当 町長 定 輪 軽自動車 対 環境性能割を課さ

い  

 環境性能割 減免 特例  

26 町長 当分 間 第26条 規定 わ 神奈川県知 自動車税  

環境性能割を減免 自動車 相当 町長 定 輪 軽自動

車 対 環境性能割を減免  

 環境性能割 申告納付 特例  

27 第26条 規定 申告納付 い 当分 間 同条中 町長 あ  

神奈川県知  

第 条関  

 

 

 

 

 

 

 環境性能割 賦課徴収 特例  

23 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 当分 間 第 条 第 条 規定  

わ 神奈川県 自動車税 環境性能割 賦課徴収 例 行う

 

 環境性能割 課税免除 特例  

24 町長 当分 間 神奈川県知 自動車税 環境性能割を課さ い自動車 相 

当 町長 定 輪 軽自動車 対 環境性能割を課さ

い  

 環境性能割 減免 特例  

25 町長 当分 間 第26条 規定 わ 神奈川県知 自動車税  

環境性能割を減免 自動車 相当 町長 定 輪 軽自動

車 対 環境性能割を減免  

 環境性能割 申告納付 特例  

26 第26条 規定 申告納付 い 当分 間 同条中 町長 あ  

神奈川県知  
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改 正  改 正 前 

環境性能割 税率 特例  

28 営業用 輪 軽自動車 対 第26条 規定 適用 い 当分 

間 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同

表 右欄 掲 字句  

第 号 100分  100分 0.5 

第 号 100分  100分  

第 号 100分 3 100分  

29 自家用 輪 軽自動車 対 第26条 第 号 規定 適用 い  

当分 間 同号中 100分 あ 100分  

30 自家用 輪 軽自動車 あ 乗用 対 第26条 第 号  

部分 限 及び前項 規定 適用 い 当該軽自動車 得 特定

期間 行わ 限 規定中 100分 あ 100分

 

 環境性能割 徴収 扱費 交付  

31 町 神奈川県 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 関 務を行う  

要 費用を補償 法附則第29条 16第 項 掲 金額 合計額を 徴

収 扱費 神奈川県 交付  

 

環境性能割 税率 特例  

27 営業用 輪 軽自動車 対 第26条 規定 適用 い 当分 

間 次 表 左欄 掲 同条 規定中同表 中欄 掲 字句 同

表 右欄 掲 字句  

第 号 100分  100分 0.5 

第 号 100分  100分  

第 号 100分 3 100分  

28 自家用 輪 軽自動車 対 第26条 第 号 規定 適用 い  

当分 間 同号中 100分 あ 100分  

 

 

 

 

 環境性能割 徴収 扱費 交付  

29 町 神奈川県 軽自動車税 環境性能割 賦課徴収 関 務を行う  

要 費用を補償 法附則第29条 16第 項 掲 金額 合計額を 徴

収 扱費 神奈川県 交付  
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